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　（1） 専用給水装（1）　専用給水装置置

使用料（円）水量区分種別（用途）

525.010m3以下基本料金（1月につき）
第1種（家事用）
第2種（学校　幼稚園　保育所用） 73.510m3超え20m3以下

超過料金（1m3につき）
115.520m3超え

525.010m3以下基本料金（1月につき）

第3種（業務用）

94.510m3超え20m3以下

超過料金（1m3につき）
136.520m3超え300m3以下

157.5300m3超え1,000m3以下

178.51,000m3超え

1,575.050m3以下基本料金（1月につき）
第4種（湯屋業用）

42.050m3超え超過料金（1m3につき）

315.01m3につき―第5種（臨時用）

525.01施設につき―第6種（消防車庫　児童公園）

　（2） 量水器使用料（1個1カ月につき（2）　量水器使用料（1個1カ月につき））

1501007550403020／2513口径（㎜）

4,6202,4151,8901,470241.523112663使用料（円）

　（3） 私設消火栓 消防演習のため使用する場合1栓1回20分まで105円、1（3）　私設消火栓　消防演習のため使用する場合1栓1回20分まで105円、10分増すごとに52.50分増すごとに52.5円円

　（1） 基本料金（1カ月につき（1）　基本料金（1カ月につき））

金額（円）口径（㎜）

588.0013

651.0020

1,438.5025／30

2,047.5040

2,777.2550

3,738.0075

4,357.50100

9,066.75150

　（2） 水量料金（2）　水量料金（（11m3につき）につき）

金額（円）使用量

21.010m3以下

84.010m3超え20m3以下

136.520m3超え300m3以下

189.0300m3超え

　（4） 臨時用料金（4）　臨時用料金　11m3につき315円（改定なしにつき315円（改定なし））
（5） 私設消火栓用料金 消防演習のため使用する場合1栓につき　（5）　私設消火栓用料金　消防演習のため使用する場合1栓につき11回20分回20分ままで105円で105円、1、10分0分増すごとに増すごとに

52            52..5円5円（改定なし）（改定なし）

　（3） 湯屋業用料（3）　湯屋業用料金金

金額（円）水量区分

1,890.050m3以下基本料金（1月につき）

50.450m3超え超過料金（1m3につき）

　○改定前の上水道使用料（消費税込み）

　○改定後の上水道使用料（消費税込み）

　○上水道使用料の計算方法（一般家庭の場合）

家事用の基本料金と超過料金の合計＋量水器使用料改定前

基本料金＋水量料金改定後

◎現行の使用料と今回の答申の内容で改定した場合の使用料の比較



6広報せき  2012.1.15

◎他市の使用料との比較

改定率

（％）

差額

（円）

改定後

（円）

改定前

（円）
水量区分種別

23.5210.001,102.50892.5010m3以下
基本料金

（1月につき）

一般用

（第2種以外のもの）

第
1
種

22.221.00115.5094.50
10m3超え

20m3以下
超過料金

（1m3につき） 21.121.00120.7599.75
20m3超え

40m3以下

20.021.00126.00105.0040m3超え

――改定なし6.31m3につき公衆浴場用
第
2
種

――改定なし262.51個につき計測器使用料

　○下水道使用料（消費税込み）

◎1カ月の使用料の比較

　実際の使用料の請求は、2カ月分を合計した額になります実際の使用料の請求は、2カ月分を合計した額になります。。
◇消費税込みの額です　◇消費税込みの額です。。
◇上水道は、家事用（　◇上水道は、家事用（口口径13ミ径13ミリの量水器使用料を含む）で計算してありますリの量水器使用料を含む）で計算してあります。。

30m3使用したとき20m3使用したとき

差額（円）改定後（円）改定前（円）差額（円）改定後（円）改定前（円）

5303,0002,4703101,6301,320上水道使用料

6303,4602,8304202,2501,830下水道使用料

1,1606,4605,3007303,8803,150合計


